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福
岡
県
公
費
医
療
費
支
給
制

度
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

支
給
事
業
県
補
助
金
交
付
要
綱

の
変
更
に
伴
い
、
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
支
給
対
象
者
に
、

新
た
に
「
母
が
死
亡
し
た
児

童
」、「
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い
児
童
」
が
追
加
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
鞍
手
町
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま

し
た
。

　

平
成
23
年
４
月
１
日
よ
り
、

鞍
手
分
校
の
名
称
を
「
鞍
手
町

立
豊
翔
館
」
と
す
る
た
め
、
鞍

手
町
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
れ
に
伴
い
、
鞍
手
分
校
授
業

料
等
徴
収
条
例
及
び
鞍
手
町
立

学
校
教
育
施
設
使
用
に
関
す
る

条
例
の
一
部
も
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

　

政
務
調
査
費
は
、
議
員
の
調

査
活
動
の
た
め
に
有
効
に
活
用

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
町
の
財

政
事
情
や
返
還
金
の
有
無
の
問

題
で
削
減
す
る
べ
き
で
は
な
い

と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
議
員
の
調
査
活
動
を

損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮

し
、
改
選
後
に
更
に
検
討
す
る

こ
と
と
し
、
暫
定
的
に
２
ヵ
年

削
減
す
る
議
会
政
務
調
査
費
の

交
付
に
関
す
る
条
例
の
特
例
に

関
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

政
務
調
査
費
が
減
額
さ
れ
る

期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

平
成
23
年
４
月
30
日
か
ら

　

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で

　

議
会
関
係
（
本
会
議
、
常
任

委
員
会
、
特
別
委
員
会
等
）
の

費
用
弁
償
に
つ
い
て
は
、
議

員
報
酬
が
支
給
さ
れ
て
い
る
た

め
、
来
年
度
か
ら
町
外
に
出
務

し
た
と
き
に
限
り
費
用
弁
償
を

支
給
し
、
町
内
の
出
務
に
つ
い

て
は
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
た

こ
と
か
ら
、
議
会
議
員
の
議
員

報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

 

人
権
擁
護
委
員
の

推
薦
に
同
意

 　

人
権
擁
護
委
員　

栗
田
睦

子
氏
（
中
山
）
の
任
期
が
、

平
成
23
年
３
月
31
日
で
満
了

と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
任
と

し
て
菊
地
愛
子
氏
を
推
薦
す

る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
　菊き
く
ち地　

愛あ
い
こ子
氏
（
61
歳
）

　
　

弥
生
三
丁
目
１
３
６
番

　

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

母
の
死
亡
・
母
の
生

死
の
不
明
を
追
加

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

豊
翔
館
（
ほ
う
し
ょ
う

か
ん
）
に
校
名
変
更

町
立
学
校
設
置
条
例
等
の
一
部 

を
改
正
す
る
条
例

条 例 の 制 定 ・改 正

議
会
政
務
調
査
費
の
減

額
（
月
額
２
万
円 
↓ 
１
万
円
）

議
会
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す

る
条
例
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

費
用
弁
償
の
削
減

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

平成23年 4月１日から校名が変更される鞍手分校

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

新　し　い　人　事




